
 

 

枚方京田辺環境施設組合職員の勤務時間等に関する条例 

平成２８年７月１日 

条例第１１号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第

５項の規定に基づき、職員の勤務時間及び休日に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（１週間の勤務時間） 

第２条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１

週間当たり３８時間４５分とする。 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以

下同じ。）とする。 

２ 管理者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間４

５分の勤務時間を割り振るものとする。 

第４条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必

要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の

割振りを別に定めることができる。 

（休憩時間） 

第５条 管理者は、１日の勤務時間が、６時間を超える場合においては少なく

とも４５分、８時間を超える場合においては少なくとも１時間の休憩時間を

、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。 

２ 前項の休憩時間は、職務の特殊性その他の理由により必要がある場合にお

いて、別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。 

（正規の勤務時間以外の時間における勤務） 

第６条 管理者は、第２条から第４条までに規定する勤務時間（以下「正規の

勤務時間」という。）以外の時間において、職員に庁舎、設備、備品、書類

等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務その

他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。 

２ 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時



 

 

間以外の時間において、職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命

ずることができる。 

（休日） 

第７条 職員は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日（以下「祝日法による休日」という。）には、特に勤務すること

を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない

。１２月２９日から翌年の１月３日までの日（祝日法による休日を除く。）

についても、同様とする。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


